
令和７年度 短期入所生活介護事業所仁風荘・第二仁風荘の利用料金 
 
1 割負担の方で 1 日あたりの利用料は下記のとおりになります。 
（利用料＋加算＋滞在費＋食費） 送迎加算は含まれていません。 
 

【多床室（２人部屋）】仁風荘  ４名 
 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

1 段階 835 960 1,023 1,101 1,185 1,264 1,343 

2 段階 1,565 1,690 1,753 1,831 1,915 1,994 2,073 

3 段階① 1,965 2,090 2,153 2,231 2,315 2,394 2,473 

3 段階② 2,265 2,390 2,453 2,531 2,615 2,694 2,773 

4 段階 2,895 3,020 3,083 3,161 3,245 3,324 3,403 

 
【従来型個室】仁風荘  1 名 

  

 

 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

1 段階 1,215 1,340 1,403 1,481 1,565 1,644 1,723 

2 段階 1,615 1,740 1,803 1,881 1,965 2,044 2,123 

3 段階① 2,415 2,540 2,603 2,681 2,765 2,844 2,923 

3 段階⓶ 2,715 2,840 2,903 2,981 3,065 3,144 3,223 

4 段階 3,211 3,336 3,399 3,477 3,561 3,640 3,719 

 
【ユニット型個室】第二仁風荘  7 名 

  

 

 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

1 段階 1,804 1,948 2,003 2,081 2,166 2,247 2,326 

2 段階 2,104 2,248 2,303 2,381 2,466 2,547 2,626 

3 段階① 2,994 3,138 3,193 3,271 3,356 3,437 3,516 

3 段階⓶ 3,294 3,438  3,493 3,571 3,656 3,737 3,816 

4 段階 4,145 4,279 4,334 4,412 4,497 4,578 4,657 

 

【負担限度額】 食費と部屋代が減額になります。 

第 1 段階 ・生活保護等を受給されている方 

第 2 段階 

・市町村民税非課税であり、合計所得金額と年金収入額の合計が 80.9 万円

以下の方 

 かつ、預貯金等の合計が 650 万円（夫婦で 1,650 万円）以下 

第 3 段階① 

・市町村民税非課税であり、合計所得金額と年金収入額の合計が 80.9 万円

以上 120 万円以下の方 

 かつ、預貯金等の合計が 550 万円（夫婦で 1,550 万円）以下 

第 3 段階② 

・市町村民税非課税であり、合計所得金額と年金収入額の合計が 120 万円

を超える方 

 かつ、預貯金等の合計が 500 万円（夫婦で 1,500 万円）以下 

第 4 段階 ・上記（１段階から３段階）に該当しない方 

 

                                                      

利用者負担段階 第１段階 第２段階 第３段階① 第 3 段階② 第４段階 

滞在費 多床室 ０円 430 円 430 円 430 円 915 円 

滞在費 従来型個室 380 円 480 円 880 円 880 円 1,231 円 

滞在費 

ユニット型個室 
880 円 880 円 1,370 円 

  
1,370 円 

 
2,066 円 

食 費 300 円 600 円 1,000 円 1,300 円 1,445 円 

単位：円 

単位：円 

単位：円 


